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ＤＰＣの在り方について 

（これまでの議論の整理等について） 
 
ＤＰＣの在り方については、本小委員会において、本年７月１６日から３

回にわたり議論を行った。以下に、これまでの議論の整理及び平成２１年度

ＤＰＣ対象病院の拡大について整理を行った。 

 

 

第１ これまでの議論の整理 

 

 

 

 

 

 （１）主な意見（１０月２２日基本小委） 

   ア ＤＰＣによって平均在院日数が減少すれば、貴重な医療資源の有

効活用という点でプラスに評価できるのではないか。 

   イ ＤＰＣ対象病院間で平均在院日数等の医療内容がデータとして見

られるようになったということは、医療の透明化が前進したという

事ではないか。 

ウ ＤＰＣによる医療の質については、勤務医等の医療従事者の視点

や患者の視点からの評価も重要ではないか。 

   エ ＤＰＣによる医療の標準化については、ＤＰＣ以外の病床で実施

された医療内容と比較して評価する必要があるのではないか。 

 

 （２）議論のまとめ 

    ＤＰＣの導入によって、医療の効率化・透明化については一定の効

果が認められたと考えられる。今後は、医療の標準化や医療の質の向

上など、より総合的な視点からの検証・分析が必要であるということ

で概ねの意見の一致が得られた。 

  

【論点１】 

 これまでのＤＰＣの評価についてどのように考えるべきか。 
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 （１）主な意見（１１月１９日基本小委） 

   ア ケアミックス型病院であっても、急性期を担う病床と慢性期を担

う病床を区別し、役割を明確にしているので、急性期についてはＤ

ＰＣの適用が可能ではないか。 

   イ ケアミックス型病院を含めて、現在のＤＰＣ対象病院とＤＰＣ準

備病院のデータにほとんど差が無いのであれば、基準を満たす平成

１９年度準備病院もＤＰＣ対象病院として良いのではないか。 

   ウ 今後は、医療提供体制に係る施策に沿った急性期医療の在り方も

念頭に置いて議論を進めていくべきではないか。 

 

 （２）議論のまとめ 

  ケアミックス型病院も含めて、現在のＤＰＣ対象病院とＤＰＣ準備

病院間で、例えば救急搬送割合や平均在院日数などに明らかな傾向は

見られていないことから、基準を満たせばＤＰＣ対象病院として認め

ることで意見の一致が得られた。 

   

※ ＤＰＣ対象病院とは、ＤＰＣによる支払い対象となる急性期の病棟を有する病院

のことである。 

 

 

 

【論点２】 

急性期を担うＤＰＣ対象病院の中でも、ケアミックス型病院を含めた

様々な特徴のある病院が参加しており、今後も同様な傾向となると考えら

れる。ＤＰＣの適用がふさわしい病院についてどのように考えるべきか。
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第２ 平成２１年度ＤＰＣ対象病院の拡大について 
 
（１）平成２１年度ＤＰＣ対象病院の基準について 

平成２０年２月１３日中医協総会において「平成１９年度ＤＰＣ準備

病院については、平成２１年度にＤＰＣの対象とすべきか検討すること

とするが、その基準は、その時点におけるＤＰＣ対象病院に適用される

基準と同じものとする」としていることから、平成２１年度ＤＰＣ対象

病院の基準については、平成２０年度ＤＰＣ対象病院と同一の基準とす

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、ＤＰＣ対象病院から除外された場合は、医療機関の希望に応じて、

引き続きＤＰＣ準備病院として調査に参加し、次回のＤＰＣ対象病院拡大

の際に、基準を満たした場合には再度ＤＰＣ対象病院とすることができる。 

第１ 対象病院及び対象患者 

 １ 対象病院 

 （１）（略） 

 （２）対象病院は、以下の基準を満たす病院とする。 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る）、専門病院入院基本

料について、７対１入院基本料又は１０対１入院基本料に係る届出を行っていること。 

    ただし、平成２０年４月１日以降に新たに当該入院基本料の基準を満たさなくなった

病院については、再び要件を満たすことができるかどうかについて判断するため、３か

月間の猶予期間を設け、３か月を超えてもなお、要件を満たせない場合には、ＤＰＣ対

象病院から除外する。 

② 診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体制を有すること。 

③ 標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め「７月から１２月まで 

の退院患者に係る調査」に適切に参加できること。 

④ 上記③の調査において、適切なデータを提出し、かつ、２年間（１０ヶ月）の調査期

間の（データ／病床）比が８．７５以上であること。 

    ただし、平成２０年３月３１日時点において、既に対象病院となっている病院につい

ては、当分の間、なお従前の例による。 

第２～第３（略） 

第４ その他 

 １～２（略） 

 ３ 適切なコーディングに関する委員会の設置 

   対象病院においては、院内で標準的な診断及び治療方法の周知を徹底し、適切なコーデ

ィング（適切な診断を含めた診断群分類の決定をいう。）を行う体制を確保するため、責

任者を定めるとともに、診療部門、薬剤部門、診療録情報を管理する部門、診療報酬の

請求事務を統括する部門等に所属する医師、薬剤師及び診療記録管理者等から構成され

る委員会を設置し、少なくとも年に２回は当該委員会を開催すること。 

 
出典：「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の施行に伴う実施上の留意事項につ

いて」（平成２０年３月１９日保医発第 0319002 号） 



4 

（２）（データ／病床）比（※１）と調整係数について 

 

ア（データ／病床）比について 

 

平成２０年度改定においては、同一疾病による３日以内再入院は一

入院とする算定ルールの見直し（※２）や、退院時だけでなくＤＰＣ算

定病棟から療養病棟等へ転棟した場合もデータを提出するという変更

（※３）を行った事に伴い、改定前後においてデータの提出方法が異な

っている。 

 

 

 

 

※１（データ／病床）比とは、「対象期間のデータ数」／「ＤＰＣ算定病床数」（す

なわち１ＤＰＣ算定病床当たりの退院患者数）のこと。 
 

※２ 同一疾病による３日以内の再入院患者については、平成１９年度の算定ルー

ルではデータ数は２となるが、平成２０年度の算定ルールではデータ数１とな

る。 
 

※３ 改定前においては、ＤＰＣ算定病棟に入院した患者のうち、当該医療機関か

ら退院した患者のみのデータを提出することとされていたが、改定後は、ＤＰ

Ｃ算定病棟から療養病棟等へ転棟し入院を継続している患者のデータについて

も提出することとなった。したがって、平成２０年度の方がデータ数が多くな

る。 

 

（イ）調整係数について 
 

平成１９年度ＤＰＣ準備病院については、これまでに提出されてい

るＤＰＣデータが診療報酬改定の前後２年間に渡っており、改定によ

って一部の項目や点数が変更されたことにより、改定前と改定後のＤ

ＰＣデータが異なっている。 

 

 

 

 

 

   ＜参考＞ 

 

 

 

（データ／病床）比の計算方法： 
平成２０年度ＤＰＣ対象病院の基準との整合を図るため、データ

数については、改定前と同一の方法でカウントすることとする。 

 平成１９年度（改定前）  平成２０年度（改定後） 

 診療報酬改定  ６ヶ月分ＤＰＣデータ  ４ヶ月分ＤＰＣデータ

調整係数の計算方法： 

平成１９年度ＤＰＣデータ及び平成２０年度ＤＰＣデータのそ

れぞれについて調整係数を算出し、その単純平均を計算する。 


